
別紙①



別紙②

内容 実施時期

(1) ４月～３月

内容：在宅療養の相談

　　　　退院時の医療と介護の連携支援

刈谷市・知立市・高浜市在宅医療・介護連携推進事業業務委託（その２）　事業計画

委託項目

在宅医療・介護連携に関する相談
支援

地域の在宅医療・介護連携を支援する
相談窓口の設置及び運営

開設：月曜日から金曜日
　　　　午前８時３０分～午後４時４５分

ただし、祝日、１月１日～１月３日、
１２月２９日～１２月３１日を除く。


